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１．利用者の登録

［帳票］> ［帳票］

e-Gov情報をオフィスステーションに紐づける際に必要となる利用者登録をおこないます。

オフィスステーションに登録できる利用者情報は1つのみです。

ポイント

注意点

［帳票］アイコンが表示されていない場合、［利用者管理］にて「帳票機能の利用」が「不可」となっている
可能性があります。［利用者管理］の設定方法は以下のマニュアルをご参照ください。

● 0030｜「利用者管理」設定方法（企業版）
https://www.officestation.jp/helpcenter/757/

１.１. e-Govアカウントの取得

手順１ 帳票画面の上部に表示されているメッセージ内の［利用者登録・編集］をクリックしま

す。

※帳票画面の上部に『e-Govの利用者登録が完了していません。利用者登録・編集よりe-Gov

アカウント生成に使用したメールアドレスを登録してください。』というメッセージが表示

されていない場合、新e-Govの事前準備は完了しています。なお、e-Govアカウントをすでに

お持ちの場合、この操作は不要です。

※e-Govや、他ソフトで電子申請した情報については、オフィスステーションで確認することは

できません。e-Govのアプリケーションからご確認ください。

https://www.officestation.jp/helpcenter/757/
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手順２ ［e-Govアカウントの作成はこちら］をクリックすると、「e-Govのサイト」が開きます。

その後の操作手順については、以下のマニュアルをご参照ください。

● 0107｜e-Govアカウント取得方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/8469/

参照マニュアル

１.２. 利用者の登録

手順１ ［歯車（⚙）マーク］＞［利用者登録・編集］をクリックします。

補足

［公文書受信一覧］は委託先社労士を登録している場合のみ活性化します。
委託していない場合は、グレーアウトしています。

https://www.officestation.jp/helpcenter/8469/
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手順２ e-Govへログイン時に使用しているメールアドレスを入力し、［送信］をクリックしま

す。
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手順３ e-Govアカウント情報を入力し、［ログイン］をクリックします。

「GビズID」などのアカウントでログインする場合は、画面下部の「または以下のアカ

ウントでログイン」から操作してください。

手順４ 「登録しました。」と表示されると、操作は完了です。
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Q. e-Govアカウントは新たに取得する必要
がありますか？

A. すでにe-Govアカウントをお持ちの方は、新た
にe-Govアカウントを取得する必要はありませ
ん。
取得済みのe-Govアカウント情報を使用して、
e-Govの「利用者登録」をおこなってください。

Q. 複数担当者がいる場合、登録できます
か？

A. オフィスステーションに登録できるe-Govアカ
ウントは１つのみですが、電子証明書の登録
は複数おこなえます。詳細は以下のマニュア
ルをご参照ください。

●0176｜複数担当者がいる場合のe-Gov「利用
者登録」方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/8718/

Q. e-Govの「利用者登録」が完了してい
るかどうか確認できますか？

A. e-Govの「利用者登録」操作が完了しているか
どうかは、メインページの［帳票］画面にて
確認できます。
帳票画面上部に『e-Govの利用者登録が完了し
ていません。利用者登録・編集よりe-Govアカ
ウント生成に使用したメールアドレスを登録
してください。』というメッセージが表示さ
れていない場合、e-Govの「利用者登録」操作
は完了しています。

https://www.officestation.jp/helpcenter/8718/
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0108｜e-Gov「利用者登録・編集」方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/8487/

0106｜e-Gov事前準備ガイド

https://www.officestation.jp/helpcenter/8459/

0152｜協定届ガイド（企業版）

https://www.officestation.jp/helpcenter/21652/

0107｜e-Govアカウント取得方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/8469/

0109｜e-Gov事前準備（動画）

https://www.officestation.jp/helpcenter/8523/

動画

https://www.officestation.jp/helpcenter/8487/
https://www.officestation.jp/helpcenter/8459/
https://www.officestation.jp/helpcenter/21652/
https://www.officestation.jp/helpcenter/8469/
https://www.officestation.jp/helpcenter/8523/
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２．電子証明書の登録

［帳票］> ［帳票］

手順１ ［⚙（歯車マーク）］をクリックします。

「e-Gov」の場合、［証明書追加］をクリックします。

「マイナポータル」の場合、［利用者登録］をクリックします。

e-Govおよびマイナポータルで使用するファイル形式の電子証明書をオフィスステーションに登録し

ます。

注意点

・一括申請やほかの手続きを電子申請する場合は、本操作をおこなってください。
※協定届・就業規則のみの場合、電子証明書の登録は不要です。

・ファイル形式の電子証明書のみ登録できます。取得方法は認証局のHPをご確認ください。
・「GビズID」をご利用の場合、一部の手続きでは電子証明書を登録しなくても電子申請が可能です。
電子証明書の登録が不要な手続きの場合、こちらの操作は必要ありません。

ポイント

e-Govとマイナポータルでそれぞれ電子証明書を登録する場合、同じ電子証明書をご使用いただいて問題ありま
せん。
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●マイナポータルの場合

［ファイルの選択］をクリックし、証明書をアップロードします。

「PINコード(パスワード)」「申請者の電話番号」「申請者のメールアドレス」を入力し、

［送信］をクリックします。

手順３ e-Govの場合、「証明書を追加しました。」と表示されると、登録完了です。

マイナポータルの場合、「利用者登録」画面に「利用者登録が完了しました。」と表示

されると、登録完了です。

用語集

PINコード

電子証明書を発行した際に登録した電子証明書パスワードです。
「PINコードをシステムに保管する」にチェックすると、電子申請時にPINコードを入力する手間が省けます。

● e-Govの場合

［ファイルの選択］をクリックし、証明書をアップロードします。

「追加する証明書のPINコード(パスワード)」を入力し、［送信］をクリックします。

手順２
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Q. 「その証明書の名称は既に使用されています」とエラーが出ました。

A. 登録済みの電子証明書と同じファイル名の電子証明書は追加できません。
ファイル名を変更した上で、［証明書追加］から操作をしてください。
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0094｜電子証明書更新方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/1501/

0104｜電子証明書登録方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/1133/

1253｜電子「証明書削除」方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/65295/

https://www.officestation.jp/helpcenter/1501/
https://www.officestation.jp/helpcenter/1133/
https://www.officestation.jp/helpcenter/65295/
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３．協定届の作成

［帳票］> ［帳票］

電子申請をおこなうための協定届を作成します。

手順１ ［協定届］をクリックします。

手順２ ［協定届の作成・申請］をクリックします。

３.１. 協定届の作成方法
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補足

［変形労働時間制カレンダー作成・管理］では、「1年単位の変形労働時間制」様式に対応した

カレンダーを作成することができます。

操作方法については、以下のマニュアルをご参照ください。

● 2271｜「1年単位の変形労働時間制」様式のカレンダー作成方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/173509/

https://www.officestation.jp/helpcenter/173509/
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手順３ ［新規作成］をクリックします。

ポイント

「事業場」の情報は以下の３カ所から自動反映しています。

・［企業設定］に登録している情報
・［他事業所管理］に登録している情報
・［工事台帳］に登録している情報

手順４ ［事業場を選択］をクリックします。
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手順５ 協定届を作成する事業場の情報を選択し、［選択］をクリックします。

手順６ ［様式を選択］をクリックします。

ほかの事業場等で作成した協定届の情報を引用する場合は、［既存の協定届から引用］

をクリックします。

補足

オフィスステーションでは本社一括届の申請は対応していません。
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手順７ 作成する協定届の様式を選択し、［選択］をクリックします。

手順８ タイトルを入力します。

入力内容は協定届へは反映せず、協定届一覧画面に表示します。

補足

「様式を選択」画面にて選択できる様式のみ、作成、申請をおこなえます。
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手順９ 協定届の内容を設定します。「●」が表示されている項目は、設定が必須です。

「労働保険番号」などのグレーアウトしている項目は［マスタ管理］の情報を引用して

います。変更する場合は、［マスタ管理］から編集してください。

ポイント

「協定届の様式」項目に「1年単位の変形労働時間制」を選択している場合のみ、「カレンダー

取込み・添付」項目が表示されます。
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手順 10 「時間外労働・休日労働に関する協定届」を作成時、「時間外労働 ①」や「時間外労働

➁」などの項目を追加希望の場合は、右上の［＋〇〇を追加］をクリックします。

項目を追加した場合、ページ番号や［＜（前ページに戻る）］［＞（次ページに進

む）］をクリックすると、ページの切り替えがおこなえます。

手順 11 アラート設定にて「通知する」を選択した場合、有効期限間近になると、メインページ

および「協定届管理」画面にアラートが表示されます。

表示されるタイミングについては、有効期限何日前か自由に設定できます。

内容を入力、設定後、［入力内容の確認］をクリックします。

● 0049｜「企業設定」方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/573/

参照マニュアル

● 0054｜「工事台帳管理」設定方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/1110/

● 0053｜「他事業所管理」設定方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/1095/

https://www.officestation.jp/helpcenter/573/
https://www.officestation.jp/helpcenter/1110/
https://www.officestation.jp/helpcenter/1095/
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ポイント

アラート表示がなくなるタイミングについて

メインページ 「協定届管理」画面

協定届を新規作成する際、アラート表示されている協定届と同じ「事業場」「様式」かつ、アラート表示中の協
定届の有効期間「終了日」より、協定届の有効期間「開始日」を未来日付で設定した場合に、メインページおよ
び「協定届管理」画面から表示がなくなります。

例）
・アラート表示されている協定届
事業場 ： 株式会社オフィスステーション
協定届の様式 ： 時間外労働／休日労働に関する協定届【様式第９号（第１６条第１項関係）】
協定の有効期間 ： （終了日）令和8年3月31日

・新規作成する協定届
事業場 ： 株式会社オフィスステーション
協定届の様式 ： 時間外労働／休日労働に関する協定届【様式第９号（第１６条第１項関係）】
協定の有効期間 ： （開始日）令和8年4月1日

手順 12 入力内容を確認し、問題なければ［保存する］をクリックします。

クリックすると、入力や設定内容
を反映した情報を様式へ反映し確
認できます。

PDFプレビュー

手順 13 引き続き協定届を作成する場合は、［続けて協定届を作成する］をクリックします。

作成した協定届を電子申請する場合は、［電子申請を行う］をクリックします。
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注意点

帳票作成時、「※入力せずに登録することは可能ですが、電子申請を行う際は必ず入力してください。」の注釈
がある項目を入力せず［保存する］をクリックすると、［電子申請を行う］ボタンがグレーアウトします。
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３.２. 協定届の確認・削除方法

手順１ 協定届管理画面にて［協定届のタイトル名］をクリックすると、作成した協定届を確認

できます。

手順２ 削除する場合、［編集］をクリックします。
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手順３ 画面下部の［この協定届を削除する］＞［削除］をクリックすると、削除できます。



OFS087790

３．協定届の作成 ver.02

ヘルプセンター：https://www.officestation.jp/helpcenter/

関連マニュアル検索ワード（URL）一覧

23

1617｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号の３（第１６条第２項関
係）】

https://www.officestation.jp/helpcenter/114939/

0994｜「協定届」作成方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/11724/

1616｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号の２（第１６条第１項関
係）】（特別条項付き）

https://www.officestation.jp/helpcenter/114758/

1621｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号の３の５（第７０条関
係）】自動車運転者（特別条項付き）

https://www.officestation.jp/helpcenter/115526/

1619｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号の３の３（第７０条関
係）】建設業（特別条項付き）

https://www.officestation.jp/helpcenter/115161/

1618｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号の３の２（第７０条関
係）】建設業

https://www.officestation.jp/helpcenter/115038/

1620｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号の３の４（第７０条関
係）】自動車運転者

https://www.officestation.jp/helpcenter/115438/

1615｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号（第１６条第１項関
係）】

https://www.officestation.jp/helpcenter/114527/

1622｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号の４（第７０条関
係）】医師

https://www.officestation.jp/helpcenter/115647/

1623｜【電子申請】時間外労働／休日労働に関
する協定届【様式第９号の５（第７０条関
係）】医師（特別条項付き）

https://www.officestation.jp/helpcenter/115667/

1624｜【電子申請】１年単位の変形労働時間制
に関する協定届

https://www.officestation.jp/helpcenter/111825/

2271｜「1年単位の変形労働時間制」様式のカレンダー作成方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/173509/

https://www.officestation.jp/helpcenter/114939/
https://www.officestation.jp/helpcenter/11724/
https://www.officestation.jp/helpcenter/114758/
https://www.officestation.jp/helpcenter/115526/
https://www.officestation.jp/helpcenter/115161/
https://www.officestation.jp/helpcenter/115038/
https://www.officestation.jp/helpcenter/115438/
https://www.officestation.jp/helpcenter/114527/
https://www.officestation.jp/helpcenter/115647/
https://www.officestation.jp/helpcenter/115667/
https://www.officestation.jp/helpcenter/111825/
https://www.officestation.jp/helpcenter/173509/
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４．協定届の申請

［帳票］> ［帳票］

オフィスステーションで作成した協定届の電子申請をおこないます。

４.１. 協定届の電子申請

手順１ ［協定届］をクリックします。

手順２ ［協定届の作成・申請］をクリックします。
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手順３ 電子申請する協定届の「選択」列にチェックし、［電子申請］をクリックします。

手順４ ［企業設定］や［他事業所管理］、［工事台帳管理］から内容が引用されています。

不足している情報を入力し、［内容を確認する］をクリックします。

ポイント

「*」がついている項目は必須入力です。未入力のまま進めません。

クリックすると、一括でチェック
の付け外しをおこなえます。

協定届選択 ［PDF出力］＞［出力］をクリックす
ると、選択した協定届をPDFで出力し、
確認できます。

PDF出力

補足

申請状況が「未申請」の協定届のみ申請できます。
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手順５ 内容を確認後、［次へ］をクリックします。

手順６ ［申請する］をクリックします。

クリックすると、添付書類を追加
できます。

ファイルの選択

注意点

添付書類欄の「アップロード可能ファイル」に表示されているファイル形式は、電子申請時に利用できるファイ
ル形式ではなく、オフィスステーションにアップロードできるファイル形式です。
電子申請時に利用できるファイル形式は、手続き（帳票）ごとに異なります。
e-Govホームページをご確認ください。

手順７ 「電子申請が完了しました。」と表示されたら、操作は完了です。

クリックすると、申請データを登録し、
一括で電子申請をおこなえます。

一括申請登録

補足

協定届の作成時にカレンダーを取り込

んだ場合、「添付書類」項目に、取り

込んだカレンダーが自動添付されます。

※ 「１年単位の変形労働時間制に関す

る協定届」のみ
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４.２. 協定届の一括申請

［帳票］> ［帳票］

「４.１. 協定届の電子申請」の「手順 ６」にて［一括申請登録］をクリックした協定届の電子申請を

おこないます。

手順１ ［一括申請一覧］をクリックします。

手順２ 一括申請に登録した手続きの一覧が表示されます。

一括申請をおこなう手続きの「選択」列にチェックし、［一括申請］をクリックします。

クリックすると、申請内容の詳細を
確認、編集できます。また、チェッ
ク状況を管理できます。

申請内容確認

クリックすると、「チェック」の名
称を変更できます。

⚙（歯車マーク）

注意点

協定届・就業規則以外の手続きも含めて一括で申請をおこなう場合、電子証明書の登録が必要です。
「２．電子証明書の登録」をご参照ください。
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手順３ 選択している手続きに誤りがないか確認し、［申請］をクリックします。

手順４ 画面上部に「〇件の送信を開始しました。」と表示され、一覧の「送信状況」列が「送

信中」となります。一覧に表示されなくなると、一括申請は完了です。
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1478｜【電子申請】基本情報入力（e-Gov）

https://www.officestation.jp/helpcenter/93324/

0995｜「協定届」申請方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/11770/

1245｜「一括申請」方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/65456/

1848｜「協定届」一括申請方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/134732/

https://www.officestation.jp/helpcenter/93324/
https://www.officestation.jp/helpcenter/11770/
https://www.officestation.jp/helpcenter/65456/
https://www.officestation.jp/helpcenter/134732/
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５．協定届の申請状況の更新

［帳票］＞［帳票］

協定届の電子申請は、申請結果が自動でオフィスステーションへ反映されないため、手動で更新が

必要です。

オフィスステーションで電子申請をおこなった場合の申請状況、オフィスステーション以外でおこ

なった申請状況をオフィスステーションにて更新します。

５.１. 協定届の状況の変更

注意点

状況を「申請済」に更新した場合、有効期間になると自動で従業員マイページへ公開されます。

手順１ ［帳票］＞［帳票］＞［送信一覧］から申請結果を確認後、［協定届］をクリックします。
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手順２ ［協定届の作成・申請］をクリックします。

手順３ 申請状況を更新する協定届の「選択」列にチェックし、［申請状況の変更］をクリック

します。

クリックすると、申請状況のステー
タスの一覧を確認できます。

？（はてなマーク）
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手順４ 更新する状況を選択し、［変更］をクリックします。

状況 詳細

申請中
（オフィスステーション

以外で申請）

オフィスステーションでの電子申請以外で申請した場合に選択します。
申請結果が分かり次第、再度申請状況の更新が必要です。
※オフィスステーションで電子申請をおこなっている場合は、表示され
ません。

未申請
（要修正）

申請をおこなった結果、受理されなかった場合に選択します。
提出期間から差し戻されている状況のため、再申請が必要です。

申請済
申請をおこなった結果、受理された場合に選択します。
有効期間になると自動で従業員マイページへ公開されます。

注意点

状況を更新すると、現在のステータスに戻すことはできません。
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手順５ 以上で、申請状況の更新作業は完了です。

「申請済」に変更すると、以下の画面が表示されます。

従業員マイページへの公開について、表記から変更する場合は、［公開・周知管理へ］

からお進みください。表記どおりで問題なければ［とじる］をクリックしてください。

「申請済」以降の状況更新については、システムにて自動的に更新します。
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５.２. 協定届の公開設定の変更

［帳票］＞［帳票］

「申請状況」を「申請済」に変更した協定届について、公開設定を変更します。

「５.１. 協定届の状況の変更」の「手順 ５」にて表示されたとおりの公開設定で問題なければ、こち

らの操作は不要です。

手順１ ［協定届］をクリックします。

手順２ ［従業員への公開］をクリックします。
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手順３ 「協定届作成・申請」画面で申請状況を「申請済」に変更した協定届のみが表示されま

す。

公開設定をおこなう協定届の「公開設定」欄の［変更］をクリックします。

一括で操作をおこなう場合は、公開設定をおこなう協定届の「選択」列にチェックし、

［公開設定］をクリックします。
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手順４ 各項目を設定し、［変更］をクリックします。

項目名 詳細

公開区分

・非公開
非公開に変更します。

・従業員マイページで公開
「公開期間」「公開範囲」「公開時の従業員へのメール通知」が設定可能に
なります。

・オフィスステーション以外で公開
従業員マイページでの公開を停止し、独自のURLなどで公開する場合に設定
します。「公開期間」のみ設定可能となります。

公開期間

「従業員マイページで公開」の場合、設定した開始日になると、従業員マイ
ページへ自動で公開され、終了日を過ぎると非公開になります。
「オフィスステーション以外で公開」の場合、設定した開始日にご自身で公
開してください。※公開開始日と終了日はどちらも必須入力です。

公開範囲
［変更］をクリックすると、公開する事業場の追加、社員区分の指定、従業
員の追加の設定ができます。
協定届が適用されていない事業場・従業員にも公開可能です。

公開時の従業員への
メール通知

公開時に従業員へメール通知する場合、「通知する」を選択します。
翌日以降を「公開期間」の開始日に設定した場合、公開日当日9：00にメー
ル通知します。
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手順５ 「公開設定を変更しました。」と表示されると、設定の変更は完了です。

［とじる］をクリックし、画面を閉じてください。

ポイント

従業員からの協定届の確認方法については、以下のマニュアルをご参照ください。

● S1596｜36協定・変形労働時間制確認方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/107273/

https://www.officestation.jp/helpcenter/107273/
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0996｜協定届「状況の変更」方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/11795/

0159｜「公文書」取得方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/4963/

1595｜「協定届」従業員への公開設定方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/107226/

https://www.officestation.jp/helpcenter/11795/
https://www.officestation.jp/helpcenter/4963/
https://www.officestation.jp/helpcenter/107226/


機能リリースにより画面が一部異なっていることもあります。
あらかじめご了承ください。


